
東
芝
は
、
成
田
空
港
設
備
の
談
合
事
件
で
国
や
自

治
体
か
ら
指
名
入
札
禁
止
処
分
を
受
け
た
の
に
続
き
、

原
子
力
発
電
所
設
備
の
検
査
デ
ー
タ
改
ざ
ん
事
件
で

は
東
京
電
力
か
ら
無
期
限
の
指
名
停
止
処
分
を
受
け

ま
し
た
。
い
ま
関
係
職
場
で
は
、
法
令
遵
守
（
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

東
芝
に
は
、
次
の
よ
う
な
労
働
委
員
会
命
令
を
履

行
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
東
芝
は
組
合
活
動
を
理
由
と
し
た
賃
金
・
資
格
・

等
級
・
役
職
の
差
別
を
是
正
せ
よ
。

②
東
芝
が
、
元
警
官
を
雇
い
入
れ
組
合
活
動
を
弱

体
化
さ
せ
、
扇
会
（
秘
密
組
織
）
を
育
成
・
活

用
し
て
差
別
し
て
き
た
の
は
、
労
組
法
違
反
の

不
当
労
働
行
為
で
あ
り
た
だ
ち
に
改
め
よ
。

東
芝
が
こ
の
命
令
を
不
服
と
し
て
裁
判
に
訴
え
て

も
「
判
決
が
出
る
ま
で
は
、
命
令
を
履
行
す
る
義
務

が
あ
る
」
と
労
組
法
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

組
合
活
動
に
よ
る
差
別
を
な
く
す
こ
と
は
、
成
果

主
義
に
よ
る
新
た
な
格
差
や
差
別
と
、
「
偽
装
請
負
・

違
法
派
遣
」
な
ど
か
ら
働
く
者
の
権
利
を
守
る
う
え

で
も
、
特
に
大
切
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
高
卒
事
務
技
術
職
・
正
規
入
社
54
才
で
賃
金
は
25

万
円
余
で
全
社
最
低
、
資
格
は
大
卒
新
入
社
員
と
同

じ
。
長
期
に
わ
た
る
差
別
と
、
健
康
を
そ
こ
な
う
ま

で
の
人
権
侵
害
を
謝
罪
せ
よ
。
（
府
中
・
54
才
男
）
）

◆
新
製
品
開
発
で
頑
張
っ
て
き
ま
し
た
が
、
39
才

で
主
事
２
級
KK
４
等
級
に
な
っ
て
か
ら
20
年
間
は

昇
格
・
昇
級
一
切
な
く
同
期
入
社
で
最
低
の
賃
金
。

役
職
登
用
差
別
を
な
く
せ
。
（
小
向
・
60
才
男
）

◆
仕
事
差
別
と
等
級
差
別
で
低
位
の
等
級
に
10
年

以
上
も
滞
留
し
た
う
え
に
資
格
差
別
で
賃
金
は
28

万
円
、
年
金
に
も
ひ
び
く
。
（
浜
川
崎
・
54
才
男
）

◆
本
社
労
政
担
当
部
長
が
『
私
は
扇
会
員
』
と
証

言
し
た
が
、
歴
代
の
東
芝
労
組
委
員
長
や
現
電
機

連
合
書
記
長
も
扇
会
員
（
自
己
啓
発
の
会
）
だ
。

差
別
の
情
報
活
動
や
組
合
に
支
配
介
入
を
し
て
い

る
秘
密
組
織
を
な
く
せ
。
（
京
浜
・
53
才
男
）

元
東
芝
社
長
が
社
外
取
締
役
と
な
っ
て
い
る
石

川
島
播
磨
重
工
で
は
、
８
月
18
日
に
04
年
裁
判
所

和
解
協
定
を
守
ら
ず
Ｚ
Ｃ
名
簿
（
＝
ゼ
ロ
・
コ
ミ
ュ
ニ

ス
ト
）
を
作
っ
て
差
別
を
続
け
て
き
た
こ
と
を
裏
付

け
る
新
証
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

労
働
委
員
会
命
令
を
守
ら
ず
問
題
者
名
簿
で
差
別

を
続
け
て
い
る
東
芝
と
同
じ
や
り
方
で
す
。

東
芝
の
職
場
を
明
る
く
す
る
会
は
、
東
芝
に
法

を
守
ら
せ
、
東
芝
争
議
の
全
面
一
括
解
決
を
実
現

す
る
た
め
に
が
ん
ば
り
ま
す
。

東芝争議支援共闘会議・東芝の職場を明るくする会
事務所：〒210-0006 川崎市川崎区砂子2-11-20 大幸ビル402 川崎労連内 TEL 044-211-5164

労
働
委
員
会
命
令
に
従
い

法
令
を
遵
守
せ
よ

法
を
守
り
争
議
を
解
決
せ
よ

人権を守り差別のない明るい職場をつくる東芝の会

〒212-0024 川崎市幸区塚越2-225 安伸ﾋﾞﾙ

Tel & F a x ： 0 4 4 - 5 3 3 - 1 4 0 8

東芝の職場を明るくする会

ホームページ・２９万ｱｸｾｽ突破！

検索のキーワードは

「東芝の職場」です。
//www.kki.ne.jp/akaruku-tsb

職場の声、ビラや資料を掲載し、

役に立つ情報をお届けしています。

差
別
・
人
権
侵
害
で
受
け
た

痛
み
を
償
い
謝
罪
せ
よ

2006年8月

東芝は秘密組織を使った差別やめよ
労
働
委
員
会
命
令
を

履
行
す
る
こ
と
が
法
令
遵
守

東芝差別争議とは
①1988年「労働運動を強める東芝の会」

結成、組合活動と差別是正に取組む。

②1995年「東芝の職場を明るくする会」

の１０名が第１次神奈川地労委申立て

96年、４５名が差別是正社長申入れ

③2001年 地労委で全面勝利命令
④2003年 ９名が第２次地労委申立て

３０名が差別是正社長申入れ

⑤2004年 中労委で全面勝利命令
⑥2005年 東芝争議支援共闘会議結成

第１次全国行動
⑦06年2月､全面一括解決めざす総決起集会
１００名が差別是正社長申入れ
⑧06年6月 第２次全国行動
全国の37事業所と25自治体に宣伝･要請

⑨06年8月 第1次東京地裁行訴が結審

人権回復を求める石川島播磨連絡会（8月18日）
和解協定を守り１６８名の差別（差別総額６８億円）

を償えと要求。東芝の職場を明るくする会も連帯。


